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105 居宅療養管理指導費（2/9）

点検項目 点検事項 確認書類
介護報酬
の解釈頁

対象者・提供場所 通院困難な利用者で、利用者の居宅を訪問している □ 該当
診療記録、サービス提供の記
録、サービス担当者会議の記録

青
P241,242,24
4,248,250,25

施設退所日
介護老人保健施設、介護療養型医療施設の退所（退院）日、短期入所療養
介護のサービス終了日（退所・退院日）でない

□ 該当 サービス提供票 青P150

ケアマネジャーに対するケアプランの作成等に必要な情報提供並びに利用
者若しくはその家族等に対する介護サービスを利用する上での留意点、介
護方法等についての指導及び助言（※ケアマネジャーによるケアプランの作
成が行われていない場合を除く）

□ 実施（必須）
指導又は助言の要点の記録、
診療録

青P242,243

利用者の同意を得て情報提供を行っている □ あり 同意の記録 青P242

計画的かつ継続的な医学的管理に基づいたケアマネジャー等への情報提
供（サービス担当者会議への参加等）

□ あり 診療録、情報提供の記録 青P242

利用者・家族等に対する指導又は助言（文書等の交付等） □ 該当
指導又は助言の要点の記録、
診療録

青P242

算定日は、訪問診療又は往診を行った日で、１月に２回を限度とする □ 該当
診療記録、サービス提供の記
録、介護給付費請求書及び明細
書

青P243

(2)居宅療養管理指導費(Ⅱ)
医療保険における在宅時医学総合管理料又は特定施設入居時等医学総
合管理料を算定

□
あり→（Ⅱ）
を算定

診療録 青P241

(1)居宅療養管理指導費(Ⅰ)
（二）
(2)居宅療養管理指導費(Ⅱ)
（二）

同一建物居住者か
ア　養護老人ホーム、軽費老人ホーム、有料老人ホーム、サービス付き高
齢者向け住宅、マンションなどの集合住宅等に入居している複数の利用者
イ　小規模多機能型居宅介護（宿泊サービスに限る。）、認知症対応型共同
生活介護、複合型サービス（宿泊サービスに限る。）、介護予防小規模多機
能型居宅介護（宿泊サービスに限る。）、介護予防認知症対応型共同生活
介護などのサービスを受けている複数の利用者

□ 該当 青P240,241

共通

105 居宅療養管理指導費

点検結果

イ　医師が行う場合



105 居宅療養管理指導費（3/9）

点検項目 点検事項 確認書類
介護報酬
の解釈頁

点検結果

ケアマネジャーに対するケアプランの作成等に必要な情報提供並びに利用
者若しくはその家族等に対する介護サービスを利用する上での留意点、介
護方法等についての指導及び助言（※ケアマネジャーによるケアプランの作
成が行われていない場合を除く）

□ 実施（必須）
指導又は助言の要点の記録、
診療録

青P242,243

利用者の同意を得て情報提供を行っている □ あり 同意の記録 青P242

計画的かつ継続的な歯科医学的管理に基づいたケアマネジャー等への情
報提供（サービス担当者会議への参加等）

□ あり 診療録、情報提供の記録 青P242

利用者・家族等に対する指導又は助言（文書等の交付等） □ 該当
指導又は助言の要点の記録、診
療録

青P242

算定日は、訪問診療又は往診を行った日で、１月に２回を限度とする □ 該当
診療記録、サービス提供の記
録、介護給付費請求書及び明細
書

青P243

同一建物居住者に対して行
う場合

同一建物居住者か
ア　養護老人ホーム、軽費老人ホーム、有料老人ホーム、サービス付き高
齢者向け住宅、マンションなどの集合住宅等に入居している複数の利用者
イ　小規模多機能型居宅介護（宿泊サービスに限る。）、認知症対応型共同
生活介護、複合型サービス（宿泊サービスに限る。）、介護予防小規模多機
能型居宅介護（宿泊サービスに限る。）、介護予防認知症対応型共同生活
介護などのサービスを受けている複数の利用者

□
該当→（２）
を算定

青P240,242

ケアマネジャーに対するケアプランの作成等に必要な情報提供（※ケアマネ
ジャーによるケアプランの作成が行われていない場合を除く）

□ 実施（必須）
指導又は助言の要点の記録、
診療録

青P245

指導の内容について、利用者、家族等へ文書等で提供するよう努めている □ 該当 サービス提供の記録 青P245

医師又は歯科医師への報告、情報提供文書を保存 □ あり 診療記録 青P245

主治医に対し、医薬品緊急安全性情報、医薬品・医薬機器等安全性情報を
文書により提供

□ あり 情報提供の記録 青P246

現に他の医療機関又は薬局の薬剤師が居宅療養管理指導を行っている
（サポート薬局である場合を除く）

□ 非該当 青P246

ロ　歯科医師が行う場合

共通

共通

ハ　薬剤師が行う場合



105 居宅療養管理指導費（4/9）

点検項目 点検事項 確認書類
介護報酬
の解釈頁

点検結果

（1)医療機関の薬剤師が行
う場合

医師又は歯科医師の指示に基づいた薬学的管理指導 □ 該当 診療録 青P244

１月に２回を限度として算定し、算定する日の間隔は６日以上 □ 該当
サービス提供票、介護給付費請
求書及び明細書

青P244,245

薬剤管理指導記録は、最後の記入の日から最低３年間保存 □ あり 薬剤管理指導記録 青P246

薬剤管理指導記録に次の内容が全て記載されているか

・利用者の氏名、生年月日、性別、住所、診療録の番号 □ あり 薬剤管理指導記録 青P246

・利用者の投薬歴、副作用歴、アレルギー歴 □ あり 　　　　　〃 青P246

・薬学的管理指導の内容(医薬品の保管状況、服薬状況、残薬の状況、重
複投薬、配合禁忌等に関する確認及び実施した服薬支援措置等）

□ あり 　　　　　〃 青P246

・利用者への指導及び相談の要点 □ あり 　　　　　〃 青P246

・訪問指導等の実施日、訪問指導を行った薬剤師の氏名 □ あり 　　　　　〃 青P246

同一建物居住者に対して行
う場合

同一建物居住者か
ア　養護老人ホーム、軽費老人ホーム、有料老人ホーム、サービス付き高
齢者向け住宅、マンションなどの集合住宅等に入居している複数の利用者
イ　小規模多機能型居宅介護（宿泊サービスに限る。）、認知症対応型共同
生活介護、複合型サービス（宿泊サービスに限る。）、介護予防小規模多機
能型居宅介護（宿泊サービスに限る。）、介護予防認知症対応型共同生活
介護などのサービスを受けている複数の利用者

□
該当→（二）
を算定

青P240,244

薬剤管理指導記録に次の内容が記載されているか

・薬学的管理指導の内容(保管管理状況、服薬状況、残薬の状況、疼痛緩
和の状況、副作用の有無等）

□ あり 薬剤管理指導記録 青P247

・利用者及び家族への指導相談事項
　（麻薬の服薬指導、残薬の適切な取扱方法も含めた保管管理の指導等）

□ あり 　　　　　〃 青P247

・返納された麻薬の廃棄に関する事項 □ あり 　　　　　〃 青P247

・その他の麻薬に係る事項 □ あり 　　　　　〃 青P247

医師又は歯科医師は、薬剤師への指示事項及び実施後の報告による留意
事項を記録する

□ あり 診療録等 青P247

麻薬管理指導加算



105 居宅療養管理指導費（5/9）

点検項目 点検事項 確認書類
介護報酬
の解釈頁

点検結果

医師又は歯科医師の指示に基づき、利用者の居宅訪問前に薬学的管理指
導計画を策定

□ あり 薬学的管理指導計画 青P245

必要に応じ、処方医以外の医療関係職種に対しても、指導結果及び療養上
の指導に関する留意点について情報提供

□ あり 薬剤服用歴の記録 青P245

１月に４回を限度として算定し、算定する日の間隔は６日以上とする □ 該当
サービス提供票、介護給付費請
求書及び明細書

青P244,245

がん末期患者及び中心静脈栄養を受けている者については、週２回かつ月
８回を限度

□ 該当
サービス提供票、介護給付費請
求書及び明細書

青P245

薬剤服用歴の記録に少なくとも次の内容が全て記載されているか 青P245

・利用者の氏名、生年月日、性別、住所、被保険者証の番号、緊急時の連
　絡先等

□ あり 薬剤服用歴の記録 青P245

・処方についての記録（医療機関、処方医、処方日、処方内容等） □ あり 　　　　　〃 青P245

・調剤についての記録（調剤日、処方内容の照会の要点等） □ あり 　　　　　〃 青P245

・利用者の体質、アレルギー歴、副作用歴等の情報の記録 □ あり 　　　　　〃 青P245

・利用者又は家族等からの相談事項の要点 □ あり 　　　　　〃 青P245

・服薬状況 □ あり 　　　　　〃 青P245

・利用者の服薬中の体調の変化 □ あり 　　　　　〃 青P245

・併用薬等（一般医薬品、医薬部外品及びいわゆる健康食品を含む）の情
　報

□ あり 　　　　　〃 青P246

・合併症の情報 □ あり 　　　　　〃 青P246

・他科受診の有無 □ あり 　　　　　〃 青P246

・副作用が疑われる状況の有無 □ あり 　　　　　〃 青P246

・飲食物（現に利用者が服用している薬剤との相互作用が認められているも
のに限る）の摂取状況等

□ あり 　　　　　〃 青P246

・服薬指導の要点 □ あり 　　　　　〃 青P246

・訪問実施日、訪問した薬剤師の氏名 □ あり 　　　　　〃 青P246

・処方医から提供された情報の要点 □ あり 　　　　　〃 青P246

（２）薬局の薬剤師が行う場
合



105 居宅療養管理指導費（6/9）

点検項目 点検事項 確認書類
介護報酬
の解釈頁

点検結果

・薬学的管理の内容(保管状況、服薬状況、残の状況、投薬後の併用、投薬
後の併診、副作用、重複服用、相互作用等に関する確認、実施した服薬支
援措置等）

□ あり 　　　　　〃 青P246

・処方医に提供した訪問結果に関する情報の要点 □ あり 　　　　　〃 青P246

・処方医以外の医療関係職種から提供された情報の要点及び提供した訪問
結果に関する情報の要点

□ あり 　　　　　〃 青P246

同一建物居住者に対して行
う場合

同一建物居住者か
ア　養護老人ホーム、軽費老人ホーム、有料老人ホーム、サービス付き高
齢者向け住宅、マンションなどの集合住宅等に入居している複数の利用者
イ　小規模多機能型居宅介護（宿泊サービスに限る。）、認知症対応型共同
生活介護、複合型サービス（宿泊サービスに限る。）、介護予防小規模多機
能型居宅介護（宿泊サービスに限る。）、介護予防認知症対応型共同生活
介護などのサービスを受けている複数の利用者

□
該当→（二）
を算定

青P240,244

薬学的管理指導計画の内容を共有している □ あり

緊急その他やむを得ない事由がある □ あり

利用者又はその家族等の同意 □ あり

（サポート薬局）
　薬剤服用歴の記録、在宅機関薬局と当該記録内容を共有する

□ 実施 薬剤服用歴

（在宅基幹薬局）
　指示のあった医師又は歯科医師に対し訪問結果の報告、ケアマネー
ジャーへ必要な情報を提供する

□ 実施 　　〃

　薬剤服用歴への記載（サポート薬局名、やむを得ない事由等） □ 実施 　　〃

　請求明細書の摘要欄への記載（サポート薬局が業務を行った日付等） □ 実施 請求明細書 青P247

薬剤服用歴の記録に次の内容が記載されているか

・薬学的管理指導の内容(保管管理状況、服薬状況、残薬の状況、麻薬注
射等の併用薬剤、疼痛緩和の状況、麻薬の継続又は増量投与による副作
用の有無等）

□ あり 薬剤管理指導記録 青P247

・利用者及び家族への指導要点
　（麻薬の服薬指導、残薬の適切な取扱方法も含めた保管管理の指導等）

□ あり 　　　　　〃 青P247

・処方医に対して提供した訪問結果に関する情報の要点（麻薬に係る服薬
状況、疼痛緩和及び副作用の状況、服薬指導の内容等に関する事項を含
む）

□ あり 　　　　　〃 青P247

・利用者又は家族から返納された麻薬の廃棄に関する事項（都道府県知事
に届け出た麻薬廃棄届の写しの添付でも可）

□ あり 　　　　　〃 青P247

青P246

麻薬管理指導加算

薬学的管理指導計画 青P246

在宅基幹薬局に代わってサ
ポート薬局が居宅療養管理
指導を行う場合
（居宅療養管理指導費は在
宅機関薬局にて算定）

サポート薬局による居宅療
養管理指導の実施



105 居宅療養管理指導費（7/9）

点検項目 点検事項 確認書類
介護報酬
の解釈頁

点検結果

計画的な医学的管理を行っている医師の指示に基づいている □ 該当
指示内容の要点の記録、診療
録

青P248

次のいずれの基準にも適合する指定居宅療養管理指導事業所の管理栄養
士が実施している

□ 該当 栄養ケア計画 青P248

イ　別に厚生労働大臣が定める特別食を必要とする利用者又は低栄養状
態にあると医師が判断した者に対して、関連職種の者と共同して栄養ケア
計画を作成している

□ 該当 栄養ケア計画 青P248

ロ　利用者の栄養状態を定期的に記録 □ あり 栄養ケア提供経過記録 青P248

ハ　栄養ケア計画の進捗状況を定期的に(概ね３月)評価し、必要に応じて見
直しを行う

□ あり 栄養スクリーニング記録 青P248,249

利用者の栄養状態のモニタリングを行い、指示を行った医師に報告 □ あり
栄養アセスメント・モニタリング記
録

青P249

１月に２回を限度として算定する □ 該当
サービス提供票、介護給付費請
求書及び明細書

青P248

栄養ケア計画を利用者、家族等へ交付し、栄養管理に係る情報提供及び栄
養食事相談又は助言を30分以上行う

□ あり 栄養ケア提供経過記録 青P248

請求明細書への訪問日の記入 □ あり 請求明細書 青P248

栄養ケア計画を利用者、家族等へ説明し、同意を得ている □ あり 同意の記録 青P248

通所サービスで、栄養マネジメント加算を算定している □ なし サービス提供票 緑P82

同一建物居住者に対して行
う場合

同一建物居住者か
ア　養護老人ホーム、軽費老人ホーム、有料老人ホーム、サービス付き高
齢者向け住宅、マンションなどの集合住宅等に入居している複数の利用者
イ　小規模多機能型居宅介護（宿泊サービスに限る。）、認知症対応型共同
生活介護、複合型サービス（宿泊サービスに限る。）、介護予防小規模多機
能型居宅介護（宿泊サービスに限る。）、介護予防認知症対応型共同生活
介護などのサービスを受けている複数の利用者

□
該当→（２）
を算定

青P240,248

ニ　管理栄養士が行う場合



105 居宅療養管理指導費（8/9）

点検項目 点検事項 確認書類
介護報酬
の解釈頁

点検結果

訪問診療を行った歯科医師の指示に基づいている □ 該当
実地指導に係る記録、指示内容
の要点の記録、診療録

青P250

指定居宅療養管理指導事業所の歯科衛生士、保健師、看護職員が実施し
ている

□ 該当 資格者証、勤務形態一覧表 青P250

訪問診療の日から３ヶ月の間に１月に４回を限度として算定する □ 該当
サービス提供票、介護給付費請
求書及び明細書

青P250

療養上必要な実地指導を１対１で20分（準備時間等除く）以上実施 □ 該当
口腔機能向上サービス実施記
録

青P250

終了後、指示した歯科医師に直接報告 □ あり
実地指導に係る記録、指示内容
の要点の記録、診療録

青P250

実地指導に係る記録を作成し、交付した管理指導計画を当該記録に添付す
る等により保存

□ あり 実地指導に係る記録 青P251

利用者の口腔機能のリスク、解決すべき課題を把握し、関連職種が共同し
て管理指導計画を作成

□ 該当 管理指導計画 青P251

管理指導計画を利用者、家族等へ説明し、同意を得ている □ あり 同意の記録 青P251

管理指導計画の進捗状況を定期的に(概ね３月)評価し、必要に応じて見直
しを行う

□ あり
口腔機能スクリーニング記録、
モニタリング記録

青P251

同一建物居住者に対して行
う場合

同一建物居住者か
ア　養護老人ホーム、軽費老人ホーム、有料老人ホーム、サービス付き高
齢者向け住宅、マンションなどの集合住宅等に入居している複数の利用者
イ　小規模多機能型居宅介護（宿泊サービスに限る。）、認知症対応型共同
生活介護、複合型サービス（宿泊サービスに限る。）、介護予防小規模多機
能型居宅介護（宿泊サービスに限る。）、介護予防認知症対応型共同生活
介護などのサービスを受けている複数の利用者

□
該当→（２）
を算定

青P240,250

ホ　歯科衛生士等が行う場合



105 居宅療養管理指導費（9/9）

点検項目 点検事項 確認書類
介護報酬
の解釈頁

点検結果

「主治医意見書」4(5)の「看護職員の訪問による相談・支援」の項にチェック
のある者又は看護職員の訪問による相談支援の必要がある旨の記載があ
る者で、サービス担当者会議で必要性が認められている

□ 該当
主治医意見書、サービス担当者
会議の記録

青P252

指定居宅療養管理指導事業所の看護職員が実施している □ 該当 資格者証、勤務形態一覧表 青P252

利用者、家族等の同意を得ている □ あり 同意の記録 青P252

指定居宅サービスの提供から６月の間に２回を限度として算定する □ 該当
サービス提供票、介護給付費請
求書及び明細書

青P252

必要に応じて電話相談を実施している □ 該当 サービス提供の記録 青P252

ケアマネジャーに対するケアプランの作成等に必要な情報提供 □ 実施（必須） サービス提供の記録 青P252

看護職員は、相談及び支援の記録を作成し保存。指導の要点、課題等を明
記し、医師、介護支援専門員等に情報提供

□ あり 相談及び支援の記録 青P252

居宅サービスの場合

利用者が定期的に通院、訪問診療、訪問看護、訪問リハビリテーション、短
期入所生活介護、短期入所療養介護、特定施設入居者生活介護、定期巡
回・随時対応型訪問介護・看護、認知症対応型共同生活介護、地域密着型
特定施設入居者生活介護、地域密着型介護老人福祉施設入居者生活介
護又は複合型サービスを受けている

□ なし サービス提供票 青P252

介護予防サービスの場合

利用者が定期的に通院、訪問診療、介護予防訪問看護、介護予防訪問リ
ハビリテーション、介護予防短期入所生活介護、介護予防短期入所療養介
護、介護予防特定施設入居者生活介護、又は介護予防認知症対応型共同
生活介護を受けている

□ なし サービス提供票 青P992

准看護師が行った場合は、所定単位数の100分の90に相当する単位数を算
定

□ 該当 サービス提供の記録 青P252

同一建物居住者に対して行
う場合

同一建物居住者か
ア　養護老人ホーム、軽費老人ホーム、有料老人ホーム、サービス付き高
齢者向け住宅、マンションなどの集合住宅等に入居している複数の利用者
イ　小規模多機能型居宅介護（宿泊サービスに限る。）、認知症対応型共同
生活介護、複合型サービス（宿泊サービスに限る。）、介護予防小規模多機
能型居宅介護（宿泊サービスに限る。）、介護予防認知症対応型共同生活
介護などのサービスを受けている複数の利用者

□
該当→（２）
を算定

青P240,252

ヘ　看護職員が行う場合
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